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亡命令一覧に戻るl

概要情報 

事件名i藤友建設　　　　i 事件番号i慎庫地労委平成2年(不)第3号　　i 申立人　全日本運輸一般労働組合関西地区生コン支部　i 被申立人　株式会社藤友建設　　　i 
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重要度　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i 事件概要 倅��ﾂ�
るとして文書掲示のみを命じた。 

命令主文 �8ｵｹ�I>YJ隴為Y<yVb�

しなければならない。 
記 

平成　年　月　日 

全日本運輸一般労働組合 
関西地区生コン支部 

執行委員長X2殿　　　株式会社藤友建設 

三三三三三幸‡三幸≒ 
認定されました。 よって、当社は、今後このような行為を行わないことを約束します。 
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1302就業上の差別 分会員X4をミキサー車運転手から土木作業員へ職種変更したことが不当労働行 

為であるとされた例。 

1302就業上の差別 分会員X千をミキサー車運転手から土木作業員へ職種変更したことが不当労働行 

為であるとされた例。 

韓珪誌繕弘会員X5を土木作業に従事させたことが不当労働行為であ 
るとされた例。 

綜競艶認巽認許その後回復措置が講じられて 
4302組合員資格喪失者(含組合脱退・死亡) 分会貝X4は、組合を脱退して会社を退職しているから救済利益は消滅していると 

された例。 

籠藷麗欝繋続けた事実は現在も締して。るとして、文 
書掲示を命じた例。 

業種"規模　　　窯業"土石製品製造業 　　　　i 
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